
令和５年度和泉市信太山丘陵里山自然公園協議会 

2023/7/10 令和５年度総会資料 

1 

植生管理方針の考え方について 

 

基本構想において示されている「目標とする植生像」を目指して、現況植生の状況や保全活

動等の実施状況、基本設計・実施設計における整備内容をふまえて、公民協働による植生管理

を段階的に進めていくための「植生管理方針」について、今後検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア区分 対象とするエリアの考え方（案） 

■エリア A： 

密度をかけて管理するエリア 

本公園の特徴的な自然環境の保全および利用の観点から

優先的に手を加える必要があるエリア 

 

■エリア B： 

次の管理候補となるエリア 

「エリア A：密度をかけて管理するエリア」での保全管

理の進捗状況を踏まえ、順次、管理を広げていくエリア 

 

■エリア C： 

ほとんど手を入れないエリア 

コナラ群落を中心とした二次林で、斜面地に位置するた

め活用の可能性が低いことから、当面は保全管理をほと

んど実施しないエリア 

■植栽管理・維持管理エリア 

公園整備により設置する管理棟や主園路等の管理施設や

植栽地 

 

  

資料７ 

・・・目標とする植生像（H27 基本構想） 

植生調査（H29 年度）の実施結果 

■平成 27 年度～現在 

■令和 5 年度以降 

・・・植生管理方針図（案） 

 公民協働による植生管理の方針を

示す（役割分担、優先順位など） 

保全活動等の実施状況 

基本設計・実施設計 

これまでの経緯等 

保全活動ミーティング等での協議結果 

今後の検討事項 
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■植生管理方針（案） 

A.密度をかけて管理するエリア 

＜対象とするエリア＞ 

・二次草原や湿地、手を入れることで見どころとなるツツジ低木林や雑木林など、本公園の特

徴的な自然環境の保全および利用の観点から優先的に手を加える必要があるエリア。 

 

＜管理方針＞ 

・二次草原の復元、湿原環境と湿原性植物の保全、二次林の保全と復元に向けて、頻度、質と

もに重点的に植生管理を行う。また、状況に応じて市による整備工事を行う。 

 

実
施
内
容 

草原管理 
・草原性植生の育成に配慮した草刈（年１〜数回）、草原性植生の移植 

・外来種の除去 

樹林管理 
・継続した下草刈り、間伐等、二次林の整備 

・林層転換に向けた除伐 等 

湿地管理 
・草刈り、泥上げ、木本類の除去等、湿地性植生が生育する環境整備 

・貴重種等の移植 

モニタリング 
・貴重種の出現状況の定期的な確認 

・その他適宜実施 

 

B.次の管理候補となるエリア 

＜エリア設定の考え方＞ 

・「エリア A：密度をかけて管理するエリア」での保全管理の進捗状況を踏まえ、順次、管理

を広げていくエリア 

 

＜管理方針＞ 

・二次草原の復元、湿原環境と湿原性植物の保全、二次林の保全と復元に配慮しながら、適度

に手を加える植生管理を行う。また、全体の保全管理の進捗等を踏まえながら部分的に手を

加えるなど、段階的に管理する場所を増やしていく。また、状況に応じて市による整備工事

を行う。 

 

実
施
内
容 

草原管理 
・定期的な草刈り（年１回程度） 

・外来種の除去 

樹林管理 
・必要に応じた下草刈り 

・部分的な間伐、二次林の整備 

湿地管理 ― 

副園路管理 
・植生に配慮した草刈り 

・沿道への野草等の移植 

モニタリング ・貴重種の出現状況の記録 
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C.ほとんど手を付けないエリア 

＜エリア設定の考え方＞ 

・コナラ群落を中心とした二次林で、斜面地に位置するため活用の可能性が低いことから、当

面は保全管理をほとんど実施しないエリア 

 

＜管理方針＞ 

・ほとんど手を入れず、公園利用に支障や危険が生じる場合や、目標植生の達成に悪影響を与

える可能性がある場合等に、適切な植生管理を行う。 

 

実
施
内
容 

草原管理 ― 

樹林管理 

・支障木、危険木の除去 

・隣地境界の除草（隣地境界より２～３m）、支障枝の剪定 

・アカマツ等の立ち枯れや幼木の除去、アラカシやトウネズミモチ等の整理 

湿地管理 ― 

モニタリング ― 

 

植栽管理・施設管理エリア 

＜エリア設定の考え方＞ 

・公園整備により設置する管理棟や主園路等の管理施設や植栽地。 

 

＜管理方針＞ 

管理棟などの施設周辺や主園路等について、公園の利用及び維持管理上、支障や危険が生

じないように適切な維持管理を行う。 

 

実
施
内
容 

植栽地管理 ・樹木剪定、草地の草刈り、草花の管理 

主園路管理 
・沿道の草刈り（幅１m程度） 

・支障枝、危険木の除去 

 

 


